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平成 24 年「経済センサス‐活動調査」を実施します

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【20 歳になったら国民年金】

　国内に居住する 20 歳以上 60 歳未満のすべての人

は国民年金に加入し、保険料を納めることになります。

　公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者

の方の年金を負担するという支え合いが基本です。

　保険料の支払いが困難な場合、学生納付特例や若年

者納付猶予などの免除制度があります。

【国民年金（基礎年金）3 つのメリット】

①老齢基礎年金…老後を支えます②障害基礎年金…病

気やけがで障害の状態になったときに支えます③遺族

基礎年金…加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、

子を支えます

■役場窓口年金相談日　

　1 月 11 日（水）・25 日（水）〈戸籍年金係窓口〉　

■年金出張相談所の開設

　主催　札幌北年金事務所

　日時　1 月 20 日（金）10 時～ 15 時

　場所　商工会館（錦町）　

※年金相談は予約制です（相談予約専用ダイヤル☎
011 － 717 － 4133）。また、代理人が相談に行く場

合は、委任状・身分証明書が必要です。

【交通事故にあった場合の手続き】

　交通事故など第三者の行為によって、ケガや病気を

して国保で治療を受けるときは、必ず事前に「第三者

行為による被害届」を国民健康保険に届け出てくださ

い。国保が治療費を一時的に立て替え、あとから加害

者に請求します。

＊届け出を提出しなかった場合や遅れた場合は、本来

加害者が負担すべき医療費に加入者の皆さんが納めて

いる国民健康保険税を充てることになります。

≪ジェネリック医薬品に関するＱ＆Ａ≫

Ｑ
ジェネリック医薬品への変更にお医者さんの許

可が必要ですか？

Ａ
医師が薬を変更すべきでないと判断した場合

は、カルテに変更不可の署名があります。署名

が無ければ許可は不要ですが、医師に気軽に相談して

みましょう。

　この調査は、全国すべての事業所及び企業の活動状

況を明らかにし、各種統計調査の基礎となる情報の整

備を図ることを目的として行われます。

　特に、今回の調査は、我が国の経済活動への震災の

影響を把握できる唯一の統計調査であり、調査結果は、

今後の復興の状況を確認するための貴重な資料となり

ますので、調査に対する皆様のご理解とご協力をお願

いします。

▼調査の期日　2 月 1 日（水）

▼調査対象　全国すべての事業所及び企業

▼調査事項　従業者数、事業所の主な事業の内容、平

成 23 年 1 月から 12 月までの売上及び費用の金額、

事業別売上金額など

▼調査方法　次のいずれかの方法。

・調査員による調査

・国、都道府県及び市による調査

（郵送・インターネット）

▼平成 24 年経済センサス‐活動調査の実施にあたり

　廃止又は中止した統計調査

・廃止した統計調査　

　「事業所・企業統計調査」「サービス業基本調査」

・中止した統計調査　

　「平成21年商業統計調査」「平成23年工業統計調査」

　「平成 23 年特定サービス産業実態調査」

▼コールセンター

　☎ 0120 － 44－ 1 034（通話料は無料）

※ 050 から始まる IP 電話などフリーダイヤルに接続

できない場合：☎ 03 － 6830 － 1034（有料）

・設置期間　3 月 31 日（土）まで　※年末年始（平

成 23 年 12 月 29 日～平成 24 年 1 月 3 日）を除く。

・受付時間　９時～ 21 時

・URL  http://www.stat.go.jp/data/e-census/campaign/

index.htm

▼問合せ　総務課総務係（☎ 23 － 2330・内線 254）
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推薦してください　交通安全特別優良運転者表彰

　町交通安全推進委員会では、町民の交通安全に対す

る関心を高めてもらおうと、交通安全特別優良運転者

表彰を行います。模範となる方がいらっしゃいました

ら、推薦願います。

▼表彰対象者

①交通安全運動に寄与し、運転者の模範となる者

②町内の事業所に勤務する者（交通安全推進委員会が

認めれば、一般の方も対象となります）

③自己の責任による交通事故歴、

交通違反歴とも 20 年以上無いこと

※年数計算の基準日は 12 月 31 日

現在とし、表彰は 1 人 1 回限りと

します。

▼推薦にあたっての提出書類

①無事故無違反証明書（原本）1 通

　証明書は、自動車安全運転センターより平成 23 年

12 月 31 日以降に発行されたものとします。申込用

紙は、当別交番で取り扱っています。また、交付には

手数料 630 円、振込みは振込手数料がかかります。

②運転免許証の写し③表彰申込書（事業所用・一般用）

▼推薦方法　2 月 15 日（水）までに上記書類を添えて、

郵送または事務局へ直接提出してください。申込書は、

町ホームページからも入手できます。

▼問合せ・提出先　当別町交通安全協会事務局

　（〒 061 － 0292 当別町白樺町 58 番地 9　役場環境生

活課内・☎ /FAX 23 － 2711）

▼身分証明書として利用できます

　写真付きの住民基本台帳カード（以下、住基カード）

は、運転免許証などと同様に公的な身分証明書として

利用できます。住民票等を請求するときの本人確認、

金融機関での口座開設、携帯電話の新規購入する場合

に利用できるほか、全国の市区町村窓口で、本人や世

帯の住民票の写しの交付を受けることができます。

▼電子申請を行うことができます

　電子証明書（公的個人認証サービス）を利用して、

国や地方の行政機関へさまざまな手続き（電子申請）

を行うことができます。なお、電子証明書の取得時に

手数料として 500 円、電子申請には住基カードの情

報を読み取るためのＩＣカードリーダライタをご自身

で購入していただく必要があります。

▼住基カード申請に必要なもの

・顔写真１枚（縦 4.5cm 横 3.5cm 程度。電子申請用

は写真なしでも申請可。）

・印鑑・免許証等の本人が確認できる書類

　以上を持参し、申請者本人が下記窓口へお越しくだ

さい。代理人の場合は委任状が必要です。申請からお

よそ 2 週間でカードを交付します。

　なお、別途手数料が 500 円かかります。

▼問合せ　

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

　※詳細は、下記ホームページをご覧ください。

　住基カード　http://juki-card.com/index.html

　電子証明書（公的個人認証サービス）　

　　　　　　　http://www.jpki.go.jp/index.html

住民基本台帳カード（住基カード）を利用しませんか

広　告 広　告
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あそびのひろば

時間は全て 10 時～ 11 時 30 分

▼いちご（１歳６ヵ月～ 4 歳未満 )

　会場　ゆとろ ( 全て火曜日 )

　10 日・17 日・24 日・31 日

▼ぶどう（１歳６ヵ月～ 4 歳未満 )

　会場　ふとみ保育所（全て木曜日）

　12 日・19 日・26 日

▼ミニトマトクラブ

 （0 ～ 1 歳 5 ヵ月）

　23 日（9 日休み）　ゆとろ

　16 日・30 日　ふとみ保育所

▼サロン（0 歳～就学前対象 )

　わんぱくサロン（全て水曜日）

　ゆとろ　11 日・18 日・25 日

　すみれサロン（全て金曜日）

　ふとみ保育所

　6 日・13 日・20 日・27 日

▼問合せ　子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

1 月1 日コックさん
出店者・メニュー

▼詳細 共生型地域オープンサロン

 （☎ 22 － 0775）

1 月ふれ・スポ・とうべつ

～ レッツ・キッズ・ダンス ～

　元気なボーイズ＆ガールズ、集

まれ！音楽に合わせて踊ろう！

▼日時　

　1 月 22 日（日）・29 日（日）

　2 月 5 日（日）・12 日（日）

　それぞれ 10 時～ 11 時 15 分       

▼指導者　杉田　守氏

　( ジャズダンス・ヒップホップ

ダンス等指導 )

▼対象　小学校 3 ～ 6 年生

▼定員　20 名

　※定員になり次第受付終了。

▼申込期限　1 月 13 日（金）

▼参加費　1 回 200 円　

　※その都度、集めます。

▼問合せ　当別総合型地域スポー

ツクラブ事務局

 （総合体育館内・☎ 22 － 3833 ）

1 月

★ 10 日㈫　川岸和江さん

　ハンバーグランチ　　　500 円 

★ 12 日㈭　

　マダムおきらくどう

　真冬のあったかごちそう

　スープランチ　　　　　 500 円

★ 27 日㈮　三宅利幸さん

　えびフライたまごとじ定食

    　　　  550 円

★ 30 日㈪　萌木の会＆ Garden

　スープカレー＆ナン　   600 円

広　告
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